
 

平成２２年 ４月１３日 

大隅河川国道事務所           

記者発表資料 

「堤防の刈草受け入れ大募集！」 

 国土交通省大隅河川国道事務所では、肝属川堤防の適正な維持管

理を行うために、除草工事を毎年実施しております。 

 昨年は、新聞報道等によりまして広く刈草受け入れ募集を行った

結果、多数の応募があり除草工事費で約３４％のコスト縮減を図る

ことが出来ました。 

 本年度も、平成２１年度に引き続き、農業・畜産用の貴重な資源

として広く一般の方々に活用して頂くと同時に、除草工事費用のコ

スト縮減を図る目的で刈草を受け入れてくださる方を募集すること

となりました。 

 刈草提供（無償）の時期は、天候にも左右されますが６月上旬く

らいから１２月上旬までの予定で除草した現地においての配布を予

定しています。 

 

記者発表に関する問い合わせ先 

国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 

  鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１ 

  電話（０９９４）６５－２５４１ 

広報担当 建設専門官   濱崎 徹（内線４０１） 



  ☆応募締め切り ： 平成２２年 ５月１３日まで 
  ☆応募先及び問合せ先 ： 国土交通省 大隅河川国道事務所 河川管理課 
                            （電話番号 ０９９４－６５－２９９６） 
 

刈草配布までの流れ 
 ☆記者発表「堤防の刈草受け入れ大募集！」  
  ↓ 
  ☆募集締め切り（平成２２年 ５月１３日） 
  ↓ 
  ☆堤防刈草受け入れ説明会（ ５月中旬予定） 
  ↓ 
  ☆堤防刈草配布開始（ ６月上旬予定） 
 
  ※上記流れはあくまでも予定であり前後する可能性があります。 
 

参  考 
 ☆肝属川の直轄管理区間おける、年間堤防除草総面積                

  平成２２年度（予定） １，３５６，０００㎡  （１３５㌶＝１３５町歩） 
 
 ☆刈草を利用した農家・畜産農家戸数・・・・・７０戸 
 
 ☆農家・畜産農家等に配布しなかった場合     ： 約５６，９００千円 
  農家・畜産農家等に配布したためのコスト縮減額 ： 約１２，６００千円 
                             （29％の縮減） 
  刈草配布をしたことによる年間費用       ： 約４４，３００千円 
 
 ☆H13年度までは、公共の焼却場かﾘｻｲｸﾙ業者（肥料の原料）等へ持ち込み・・・有料 
    ○大量の刈草は、堤防では焼却できない 
    ・ペットボトル、ナイロン等の混入・・・焼却によりダイオキシン等の発生 
    ・野焼きの禁止・・・草木は、刈り取れば一般ゴミである 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



状況写真

☆刈り取り状況 ☆受け入れ説明会状況

☆刈草配布状況

バラ配布 梱包配布
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